
条

例 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
七
月
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

 

改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
五
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第

二
項
」
を
「
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
」
を

「
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て

提
出
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
者
が
当
該
前
年
の
中
途
に
お
い
て
次
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
を
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
前
年
の
最

後
に
提
出
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
）
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、

給
与
所
得
者
は
、
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
法
第

四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い

旨
を
記
載
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
四
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
と
き
又
は
」
を
「
と
き
、
又
は
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同

号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
・
五
ト
ン
」
を

「
三
・
五
ト
ン
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
二
・
五
ト
ン
」
を
「
三
・
五
ト
ン
」
に
、
「
ト
ラ
ッ

ク
」
を
「
バ
ス
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑴ 

中
「
二
分
の
一
」
を
「
四
分
の
三
」
に
改
め
、
同
号

ニ
⑴ 

中
「
四
分
の
一
」
を
「
二
分
の
一
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二
十
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
・
五
ト
ン
を
超
え
」
及
び
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵

中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を

「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
四
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

(ⅱ) 

(ⅰ) 



べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五

ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
」
に
改
め
、

同
号
ヘ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵

中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」

を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、

同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
を
「
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ニ
中

「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ニ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百

分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、

同
号
ニ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒

子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

 
 

 

ニ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
自
家
用
の
乗
用
車
」
に

(ⅰ) (ⅱ) 



改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
」
を

「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
二
・
五
ト
ン
を
超
え
」
及
び
「
又
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削

り
、
同
号
ハ
⑴ 

中
「
二
分
の
一
」
を
「
四
分
の
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴ 

中
「
四
分
の
一
」

を
「
二
分
の
一
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、

同
号
ニ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ニ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に

改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

ニ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九

十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

二 

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車 

 
 

 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

 
 

 
 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅰ) (ⅱ) 

(ⅰ) 

(ⅱ) 

(ⅰ) (ⅱ) 



 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

六
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

 
 

 

ロ 
自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

 
 

 
 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
三
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

 
 

 
 

⑴ 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
三
号
ニ
⑵
中
「
以
上
」
を
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以

上
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平

成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

(ⅰ) (ⅱ) 



第
二
項
第
一
号
ニ
⑵ 

第
二
項
第
一
号
ロ
⑶ 

令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十

五 令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率 

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
四
十
七 

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値 

 

 
 

 
 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
、
ロ
及
び
ホ
」
に
、
「
及
び
ロ
」
を
「
、
ロ

及
び
ニ
」
に
改
め
、
「
並
び
に
」
の
下
に
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
」

を
加
え
、
「
及
び
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
一

項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
一
」

を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を

「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
六
十
二
」
を
「
百
分
の
百
七
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一

項
第
一
号
ロ
⑶
及
び
ハ
⑵
の
項
中
「
及
び
ハ
⑵
」
を
削
り
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
の
項
中

「
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
」
を
「
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
」
に
、
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で

あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）

に
百
分
の
百
二
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
」
に
、
「
百
分
の
百
五

十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
）
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の

項
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
」
を
「
令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
四
」
を
「
百
分
の
百

五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       
 

第
五
十
一
条
第
五
項
中
「
、
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
」
を
「
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第
三

号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百

分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ

⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十

六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、

「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分

の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同

表
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十

四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を

「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一



第
二
項
第
三
号
ロ
⑵ 

第
二
項
第
三
号
イ
⑵ 

第
二
項
第
二
号
ロ
⑵ 

第
二
項
第
二
号
イ
⑵ 

第
二
項
第
一
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七

十 令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
六

十 令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七

十 令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
六

十 令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七

十 

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二 

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

七 令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二 

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

七 令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二 

 

号
イ
⑵
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
イ
⑵
」
を
削
り
、

同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                
 

附
則
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
農
業
を
営
む
者
等
の
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
の
期
限
の
特
例
） 

 

第
二
十
一
条
の
二 

前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
の
十
五
第
一

項
の
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
二
人
以
上
の
者
が

代
表
者
を
定
め
て
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

者
）
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
の
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
提
示
し
て
交

付
を
受
け
た
免
税
証
（
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
初
日
が
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
に
記
載

さ
れ
た
有
効
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
有
効
期
間
の
満
了

の
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
期
限
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
の
末
日
と
す
る
。 

 
 

一 

農
業
若
し
く
は
林
業
を
営
む
者
、
農
作
業
の
う
ち
基
幹
的
な
作
業
（
専
ら
機
械
を
使
用

し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
全
て
の
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
者
又
は
前
年

度
の
素
材
の
生
産
量
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
素
材
生
産
業
を
営
む
者 



 
 

二 

当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
初
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
前
の
日
ま
で
の
間
に
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
に
記
載
さ
れ
た
業
種
と
同
一
の
業
種
が

記
載
さ
れ
た
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者 

 
 

三 
当
該
免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
免
税
軽
油
の
数
量
の
合
計
が
三
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
者 

第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百

分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、

同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分

の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」

に
改
め
、
同
号
ト
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年

度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令

和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第

五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分

の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」

を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」

に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平

成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
を
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第

六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百

分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の
百
七
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第

一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
三
」
を
「
百

分
の
百
八
十
四
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の

七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ

⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の

百
六
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を

「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の

七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第

一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」



を
「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百

分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
ロ

⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百

二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」

に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百

分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改

め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の

八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」

を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第

二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分

の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」

に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百

分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同

表
第
二
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」

を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

６ 

第
一
項
（
第
三
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て

施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ

つ
て
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
三
号
ト
⑵
中
「
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い

て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
第
三
号
ホ
⑵
に

お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
を

乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
、
第
二
項
第
三
号
ホ
⑵
中
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百

分
の
百
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
二
条
の
四
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
四
十
六
条
の
二
十
四
の
改
正
規
定
及
び
同
条
例
附
則
第
二
十



一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
五
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定 

令
和
六

年
一
月
一
日 

 

三 
第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
六
条
の
五
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定 

令
和
七
年

一
月
一
日 

 

四 

第
二
条
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と

い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る

べ
き
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
給
与
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
提
出
す
る
埼

玉
県
税
条
例
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

支
払
を
受
け
る
べ
き
給
与
に
つ
い
て
提
出
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
以
後
に
埼
玉
県
税
条
例
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
条
例
第
四
十
六
条
の
十
五
第
一
項
の
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
（
地
方
税
法

附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
二
人
以
上
の
者
が
代
表
者
を
定
め
て
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
同
法
附
則

第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
同
条
例
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
例
第
四
十
六
条
の

十
五
第
一
項
の
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
行
う
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
第
五
十
一
条
の
規
定

は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
第
五
十
一
条
の
規
定

は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自



動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


